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無登録業者に対する警告書の発出・公表（概要）
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 ⾦融庁（財務局）では、⾦融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、
① 無登録業者に対し、違法な営業⾏為を直ちにやめるよう求める警告書を発出し、
② 投資者等への注意喚起のため、警告書を発出した事実等を⾦融庁ウェブサイトで公表するとともに、
③ 捜査当局との間で、警告書を発出した無登録業者の情報を共有する

など、無登録業者による被害の拡大防止を図るための取組みを推進。

【⾦融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 Ⅱ－１－４】

（４）無登録業者等に係る対応について
② 無登録で⾦融商品取引業を⾏っているおそれが認められた場合

直接受理した情報や⾦融庁・他局から提供された情報等により、業者名及び連絡先が判明しており、かつ、営業実態もある程度判
明している業者については、直接、当該業者に電話する等の⽅法により実態把握に努め、その結果、当該業者が無登録で⾦融商品
取引業を⾏っているおそれがあると認められた場合…には、別紙様式 II－５による⽂書の発出を⾏い、次により対応する。
ロ 無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他投資者保護上必要と認められる場合には、捜査当局
に連絡するとともに、かかる⾏為を直ちに取り⽌めるよう別紙様式 II－４により⽂書による警告を⾏う。…

ハ 無登録で⾦融商品取引業を⾏っているとまでは認められないものの、⾦融商品取引業を⾏う旨の表⽰⼜は⾦融商品取引業を
⾏うことを⽬的として⾦融商品取引契約の締結について勧誘を⾏っていると認められる場合は、別紙様式 II－４に代えて、別紙
様式 II－13により、警告を⾏うこととする。

④ 公表等
「警告」、「告発」の措置をとった場合は、これらの措置の対象となった業者の商号、名称又は氏名…、所在地又は住所…及び無登

録で⾏っていた⾦融商品取引業の内容等について、ホームページで公表を⾏うとともに、「管理台帳」及び「警告⽂書」等の写しを速やか
に⾦融庁⻑官へ送付する。報告を受けた⾦融庁においては、公表を⾏った業者をリスト化し、⾦融庁ホームページで公表を⾏うものと
する。

なお、警告の対象となった業者の所在地が虚偽であることが明らかな場合や、業者の所在地が不明な場合等、警告書の交付が困難
な場合には、警告書の発出を⾏うことなく上記の公表等を⾏うものとする。



無登録業者に対する警告書の発出・公表（警告書の発出①）

 ⾦融庁（財務局）では、投資者からの情報提供等により無登録業者に関する情報を把握。

 これらの業者について実態把握（電話連絡、照会書の発出等）を⾏った上で、無登録業者と認められる場合には、
無登録で⾏っている⾏為を直ちに取り止めるよう警告書を発出し（※）、併せて捜査当局へ情報提供。

（※）⾦融商品取引業を⾏っていると認められる場合には別紙様式Ⅱ－４、⾦融商品取引業を⾏っているとまでは認められないものの、
⾦融商品取引業を⾏う旨の表⽰又は⾦融商品取引業を⾏うことを⽬的として⾦融商品取引契約の締結について勧誘を⾏ってい
ると認められる場合には別紙様式Ⅱ－13の警告書を発出。
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無登録業者に対する警告書の発出・公表（警告書の発出②）

 令和４年度は28件（国内８件、海外20件（※））、令和５年度は11月末時点で22件（国内６件、海外16件）
の警告を実施

（※）海外業者であっても、⽇本の居住者を相⼿⽅として⾦融商品取引業を⾏う場合には登録が必要であるため、海外の無登録業者に
対しても警告を実施している。

【警告書の発出状況】
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無登録業者に対する警告書の発出・公表（⾦融庁ホームページへの公表等）

【警告業者リストの公表】 【公式Xへの投稿】
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 警告書の発出に併せ（※）、⾦融庁ホームページで警告業者リストを公表するとともに、公式X（旧Twitter）に投稿。
（※）業者の所在地が不明である場合等は警告書の交付を⾏うことなく、⾦融庁ホームページでの公表等を実施。
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⾦融庁⾦融トラブル注意喚起情報 ＠fsa_attention
こちらは⾦融庁です。●●FXを提供する業者は、×年×
月に、無登録で⾦融商品取引業等を⾏う者として警告し
ていますので、取引しないようご注意ください。
なお、この投稿は一般的な注意喚起であり、返信先アカ
ウントが無登録で⾦融商品取引業等を⾏う者であること
を意味するものではありません。

海外FXオススメ情報 ＠XXX
●●FXでキャンペーン実施中︕
新規⼝座開設で〇円プレゼント︕

詳しくはこちら
http://XXXX・・・

午後X:XX X年X月X⽇ XX件の表⽰

無登録業者等に関するその他の取組み（無登録業者との取引を推奨する投稿への対応等）

（投稿イメージ）

 XなどのSNS上には、過去に警告書を発出し
た業者との取引を推奨するような投稿も存
在。これらの投稿を⾒た投資者等が、無登
録業者であることを認識しないまま、取引を
⾏ってしまう可能性。

 こうした投稿に対し、⾦融庁の公式アカウント
から「紹介されている業者は警告済業者であ
る」旨の返信投稿を⾏うことで、投資者等へ
注意を促している。



 その他個別のトピックに関し、⾦融庁ホームページで投資者等向けの注意喚起を⾏っている。
R5.1.6 SNSやマッチングアプリ等で知り合った者からの投資勧誘等にご注意ください︕〜趣味の話題から投資勧誘へ・・・〜
R5.4.4 「FX取引・暗号資産投資の勧誘」にご注意︕︕
R5.6.30 無登録業者との取引は要注意︕︕〜無登録業者との取引は⾼リスク〜

無登録業者等に関するその他の取組み（投資勧誘等に関する注意喚起）
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【注意喚起の例】



証券会社等を騙る偽広告等に関する注意喚起
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【⾦融庁ウェブサイトでの掲載場所】 【偽広告等に関する注意喚起ページ】

 SNSやSMSを中心に、証券会社等を騙った偽広告等の存在が確認されている。
（典型的な内容は、実在する証券会社等の名称を使用し、「今後⾼騰する株式銘柄の情報を入⼿できる」等と持ち掛け、リンク先へのアクセ
スやLINEアカウントの追加等を求めた上で、投資勧誘や⾦銭の⽀払いを誘導するといったもの。）

 ⽇本証券業協会より当庁に対して、こうした偽広告等について連携して注意喚起を⾏えないかとの話があったことから、当
庁ウェブサイトで注意喚起を⾏った。


